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Handout Materials

(1) 香港における言語教育に関する報告
周宏陽  Alex CHAU（香港理工大学院生）
１．　香港の言語環境と言語政策

　香港は基本的に「２文３語」の環境が整っている。２文とは、中国語と英語を指し、３語とは広東語、中国語、英語を指す。つまり、地下鉄に乗れば、必ず中国語と英語で書かれたメッセージが同時に表示されている。車内のアナウンスは広東語と北京語と英語で流されている。言い換えれば、９割以上の人口が中国系なので、日常会話は各地の方言が話されているかもしれないが、共通語として広東語が一番よく使われているということになる。大陸と隣接するゆえ、1997年に中国へ返還されたあと、北京語がますます普及してきた。国際都市と元イギリス植民地である香港では、英語が中国語とともに引き続き公的な言語として扱われている。政府も「２文３語」という教育政策を遂行している（香港政府のホームページhttp://www.emb.gov.hk/index.aspx?nodeid=1911&langno=1）。

２．香港の学校教育の中の言語教育

　現行の香港の教育システムは小学校が６年、中学校が５年でいったん終了する。しかし、大学に入るため、あと２年間の予備課程が必要である。大学は現在、基本的に３年で卒業できる。６年後の2012年に、日本と同じく中学３年、高校３年と大学４年の３３４制に変更することになった。
　小学校では、授業中の言葉はほとんど広東語が使用されているが、中学校では、政府の許可で114校が英語で教えるほか、残りの約500校では広東語が授業言語として使用されている。

　大学での授業言語は原則として英語が使用されるので、英語が一番大切な言葉だと信じている親が少なくないようである。それゆえ、子供に英語力を高めさせ「英文中学校」に入学させるのに懸命な親の存在も少なくない。

ほかのことばは基本的に教えられていないが、日本語を正規の科目として教えている中学校が4校と小学校が１校となっている（国際交流基金
http://www.jpf.go.jp/j/japan_j/oversea/kunibetsu/2004/hongkong.html）。

３．香港の母語教育

　イギリス植民地だった香港では英語が重視されてきた。80年代から、母語教育を強化する方針が導入されたが、一般市民の考えでは、中国語ができなくても、英語が得意であれば、出世できると考えているので、母語教育は複雑なテーマになってしまう。なお、中国語の書きことばは基本的に北京語に基づいて成り立っているが、香港では北京語が日常会話ではなく、第3言語として教えられている。北京語が話せない学生たちにとっては、中国語で文章を流暢に書くことはかなり困難なことではないだろうか。実験的に北京語で国語の授業を行うところもあるが、近いうちに普及するのは不可能であろう。

４．香港における自分とことばの教育 

　1991年、私は大阪で２年間日本語を勉強したあと、５年間通訳として働いた。そのかたわら、パートタイムで日本語を教えていたので、日本語教育に少しずつ興味を持つようになってきた。2003年に、香港理工大学で日本語教育について勉強できると友人に教えられ、ウェブプログラマーの仕事を辞めて、大学で習ったコンピュータ知識を活かす形の日本語教育を生涯の仕事にしようと決意した。

過去３年間のパートタイム院生とパートタイム日本語教師の生活を送り、やっと、先月、修士課程の最後の課題を提出した。これから、大学院で習った知識を実践しながら、日本語教育の分野でIT技術の応用について追究していきたい。

５．香港と母語・継承語教育 

　香港では、基本的に英語と中国語しか教えられていない。書きことばは基本的に中国語の標準語で、話しことばは広東語である。北京語を正規の科目として採り入れた学校が増加しているが、課外活動として扱っているところがまだ多い。北京語で教えられる教員の不足が主な原因となっている。母語が中国語と英語以外の子供は母語を勉強したいと思えば、インターナショナルスクールに入るほかに選択がない。

６．香港での母語の読書力 

「聞く・話す・読む・書く」の４技能を均等に発展させると香港政府がこの方針を定めた(香港政府http://www.emb.gov.hk/index.aspx?nodeid=74&langno=1)。教材は統一されたものではないため、各学校で使われているものがかなり異なる。小学校では、内容の簡単な絵本をはじめ、学校のホームページに載せてある文章を読ませ、質問に答えさせたり、CD－ROMのような学習ツールを配布したり、様々な手段が採用されている。中学校では、マルチメディア手段の導入と同時に、詩や有名な古文を暗誦させる伝統的な手段も提唱されている。

導入の方法に関しては、語彙や文法を解釈し、一方的に文章の内容を説明する方法を止め、学生に批判的に考えさせようと呼びかける声が聞こえている。
＜参考文献＞
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http://www.jpf.go.jp/j/japan_j/oversea/kunibetsu/2004/hongkong.html　2004年
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(2) 母語教育と台湾
黄　愛玲（高雄第一科技大学　応用日語系）

　
１．　【台湾】の言語環境と言語政策
1.1　言語環境

　台湾では法規制により「国家言語」や「公用語」は制定されてはいない。しかし、戦後国民党政府が推進する「国語政策」により「北方官話(Mandarin)」が事実上の現在台湾での「国語」となっている。近年政権交代により、その状況に若干の変化が起きてはいる。

台湾における「国語政策」は日本植民地時代に起源する。台湾は歴史的に様々な地域より移住者が渡来し多言語使用環境が形成されてきた。1905年に初めて行われた人口調査によると、約315 万人中、原住民人口11.3万人、日本人人口6.6万人、台湾籍漢民族人口297万人と言われる。使用言語から見ると、全台湾籍人口のうち閩南語話者が約8 割、客家語話者が約1 割であった(黄1993,小町2004)。戦後、国民党政府と共に多くの北京語を話す人々（外省人
）が移住してきたために、戦後の言語別割合は以下のように言われ、閩南語話者が73.3％、客家語話者が13％、原住民1.7％、外省人（北京官話話者）13％となっている(黄1993 p.21)。

　日本植民地時代前まで、台湾では居住地域によって言語の棲み分けができていたが、「日本統治時代日本語の翻訳対象としてもっとも話者人口の多かった閩南語を「台湾語」として選びとったため、植民地期を通じて日本語支配が強化される反面、台湾語が台湾の中で特別な地位を得るようになった。」と小町(2004)は閩南語が「台湾語」となった経緯を指摘している。こういった外来政権により、台湾では日本植民地時代から近代まで、経済に関わる社会的な活動は、事実上「国語(日本語や北方官話)」が公用語として使われていた。つまり、日本植民地時代であれば日本語、国民党政権時代であれば北方官話ができなければ、高度な経済活動に従事することができないということになる。その他の言語は家族間や経済生成と関わりの低い社会活動で使われていたのである。台湾での「国語政策」は大変な成功を見せているといえ、日本植民地時代日本語ができた人は71％に上り、国民党政権時代北方官話が出来た人は90％にも上るとされる（李勤岸1997)。
表1　各族群家庭収入比較表(林忠正1991)
	一家庭月平均収入
	一万以下
	1-3万
	3-5万
	5-7万
	7-10万

	閩南人
	79.3
	73.1
	68.8
	59.8
	65.4

	客家人
	10.3
	14.5
	13.8
	12.7
	11.5

	外省人
	8.0
	11.8
	15.8
	27.5
	21.2

	原住民
	2.3
	0.4
	1.4
	0
	0


図1　1970年代台湾での言語階層(洪惟仁2002)
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1990年代、蒋経国大統領の死去、法に従い李登輝副大統領が大統領となる。実質外省から本省への静かな政権交代となった。李登輝政権となり「国語政策」に緩やかな変化が見られ、教育の場に「台湾語」を持ち込むことができるようになったし、マスメディアでの言語規制もなくなり、新聞雑誌に「台湾語(閩南語)」が説明なしで書かれるようにもなった。それまでの唯一北京官話強勢言語体制が少しずつ変わっていった。しかし、それまで長年の「国語政策」により他の言語（閩南語・客家語や原住民語）は流暢な使い手を失い、高度経済生成の力をほとんど失っていると言える。そのため高度な経済活動の場ではやはり北京官話に頼らざるを得ないので勢力は全く衰えていない。しかしながら、教育や公的な場での唯一な言語でなくなり、其の他の言語の地位が少しずつ台湾社会の中で回復していった。
図2　2000年生活圏での言語別使用率(洪惟仁2002)
	場所
	華語
	閩南語
	客語
	雙語／外語

	速食店
	88.4
	11.0
	0.6
	－

	大型美髮院 
	77.5
	9
	8.5
	5

	餐廳
	70.1
	22
	7.1
	0.8

	火車站候車廳
	67.1
	30.4
	2.4
	－

	百貨公司
	63.5
	24.5
	6.5
	10.5

	夜市
	60.1
	32
	5.9
	2

	機場
	59.3
	17.6
	1.5
	21.5

	市內公園
	54.5
	23.9
	17.5
	4.1

	傳統市場
	48.6
	23.6
	19
	8.8

	中型美髮院
	46.25
	39.25
	10.25
	4.75

	登山步道
	45.1
	18.8
	14.6
	21.6

	火車站電話亭
	34.4
	35.1
	8.6
	21.9

	家庭美髮院
	7
	41
	44
	8

	  總平均
	55.5
	25.2
	11.3
	9.9


2000年、民進党政権に変わってからこのような言語環境変化はますます顕著になっていった。新たな台湾として、それまでの外来政権からの脱却を図り、脱「国語(北京官話)」化を試み、「台湾語」の地位向上を目指した。多くの問題を抱えながらも母語（多言語）教育が小学校で本格化した。国民党政権時代の代表格である北方官話はその経済活動での地位を失ったわけではないが、様々な社会活動の場で「台湾語(閩南語)」が選ばれ使われるようになった。かなり顕著な例として、選挙時党籍を問わず、多くの候補者は選挙民を引き付けるために「台湾語(閩南語)」を使用する。また、官僚や大統領の公的な発言や国会の場で「台湾語(閩南語)」が使われたりする。商業的活動ではそのような「台湾語(閩南語)」使用は更に顕著なようである。そのため、現在台湾社会において全く「台湾語(閩南語)」ができないことは経済活動を行う上で不利な点となるし、ステップアップするための学習言語の一つともなっている。しかし、「台湾語(閩南語)」の使用はやや選挙ポーズだけに終わる節があり、上層経済活動言語は依然として北京官話が中心となっている。北京官話は政策によって事実上の「公用語」となったが、政策的に行うと様々な困難点が考えられるために、現在の政権は自然の流れのままに任せ「台湾語(閩南語)」の地位復興を見込んでいる。
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図3　現在台湾社会における言語勢力図

　民進党政権になり、一気に外来政権の代表格である「国語」から脱し、母語勢力の復興に踏み切れないのには、長年の歴史的な問題に加えて近年ますます複雑化を見せる多元民族社会への変化であろう。こういった新たな民族群の増加は「新移民」と呼ばれている
。「新移民」の多くは結婚のために東南アジアや大陸メインランド内陸部から来た女性である。2004年の国勢調査によると、新結婚登録者の内約25％の人の配偶者が外国籍か中国メインランド、香港地域の人であり、新生児の内12.5％が「新移民」者との子供である。つまり、言語環境はますます多元化し外来政権を脱したとしても、母語の多様性により母語教育が簡単に制定でき、行える環境ではない社会になったのだ。そのためか、社会と政府どちらも言語教育が複雑な民族問題に絡むとして、それまでの統治者言語北方官話に取って代わりたいのなら、新たな「台湾語」の規定をしなければならないが、その問題の難しさにじっくり腰を据えて労力と時間と金銭をかけて取り組むよりも、それらの力を手取り早く国際的に競争力の強い言語（英語）に取り組む資源にした方がいいと考える世論がある。
1.2　言語政策

以上から台湾における言語政策は常に外来政治と深く関わり、言語話者が多い言語が「国家言語」や「公用語」として選ばれて来なかった事実が分かる。1895年の日本植民地時代での「国語(日本語)」教育に始まり、その後国民党政権下での「国語（北京官話(Mandarin)）教育へと続き、やっと近年に入り言語話者の多い言語がその地位を若干取り戻したと見ら
れる。日本植民地時代から現在までの台湾の言語教育を大きく分けると、日本植民地時代、国民党政権時代、李登輝台湾国民党時代、現代の四つに分けることができる（李勤岸1997)。

1895年からの日本植民地時代の言語政策について、小町(2004)は蔡茂豊(1989) の四つの区分けを基本に「初の植民地領有のために試行錯誤しながら台湾教育令の制定までに至る準備期間、民族運動の高まりを恐れて「内地」と台湾での差別的な扱いをなくし、教育を統一していった期間、改正台湾教育令を元に「国語」教育を固定化していった期間、そして徴兵制をにらんで皇民化政策を厳しくしていった期間の4 つ」に分けて考えている。

鄭良偉(1990)は教育に使用した言語の違いから以下のように三つの段階に分けて考えている。

1、 台湾語(閩南語)漢文形式：日本植民地時代の前半期、台湾語で文言文を読み、台湾語で解説が行われた。　

2、 台湾語(閩南語)日本語形式：台湾語と日本語を用いて日本語を教育し、少しずつ台湾語を減らし、最終的には全部日本語で教育を行う。
3、 全日本語形式：後半期では台湾語の使用は禁止され、書き言葉を教える時でさえ日本語を用いた。





（著者訳）
  次の1945年からの国民党政権時代の言語政策も日本政府が推進した「国語」政策と同じで、単に国語を指す言語が日本語から北方官話に取って代わられただけである。全ての公的機関、公共施設、学校での全教育言語、1976年では「廣電法(公共テレビ・ラジオ法)」が制定され、メディアにおいて台湾語使用は20％以下と規定され、実際は10％程度しかなかった。
    黄宣範(1993)はこの時代の言語教育を以下のように三つに分けている。
1. 中国語文章台湾語形式：教科書は中国語文章、教育言語は台湾語。約10年続いた。

2. 中国語文章中国語台湾語形式：教科書は中国語文章、中国語で読み、台湾語で解説する。(1956 学校で台湾語使用禁止前まで)
3. 中国語文章中国語形式：1956年以降教育言語は中国語しか使えなくなる。
この時代においては日本植民地時代より強く他の言語文化の卑屈感が台湾社会全体に広がり、より「国語(北方言語)」の優位性を植えつけた時代と言えよう。

　 1990年代から始まる李登輝台湾国民党時代は「静かな革命
」と形容されている。国名を「中華民国IN台湾」にしたり、国民党を「台湾国民党」に改名したりし、かなり立場的に曖昧な国家政策を取っていた。言語政策にもその政治性格が現れている。1993 年に正式にバイリンガル教育の実施をすることを公にし、カリキュラムに新たに「郷土教学活動」を増やし母語教育を行うとしたものの、バイリンガル教育とは名ばかりのもので、「国語」と母語の時間数は40倍以上の差もあり、その上、実際の実施や教材等全て地方政府の自由に任せたものであった。そのために、地方政府の長官の党籍によって実施に大きな差異が出ていた。また、実施には大きな壁として、母語教員数の不足、教材編成の困難、経費不足、教学時間不足、文字の未統一、母語語彙の大量流失などの問題がある(江文瑜1994)。

　2000年代から台湾は大きな転換を迎えた。民主的な選挙を通じて民進党の大統領が選出され、台湾国民党時代党籍によって地方差がかなり出ていた母語教育に政府の後押しを得て、2001年から全台湾の新小学校1年生に一斉実施することになった。民進党陳水扁大統領は選挙公約である言語平等を実践するために、行政院客家委員会が2002年学者に委託し『語

言公平法』草案を作成（施正鋒,張學謙2003）。同時期、教育部国語推進委員会も類似した『語言平等法』草案を作成した。しかし、これらの草案の統整合を図ろうとした矢先に国民党勢力下のメディアの激しい反発に合い、民進党政府はあっけなく断念し、行政院長游錫堃は「公用語の規定はないが、現段階の状況から見て「国語(Mandarin)」はそのような役割を持つ」とさえ発言した。その後、言語平等草案の作成は文建會に引き継がれ『國家語言發展法』草案が公表されている。この時代に入り、「国語」以外をも認める多元的な言語社会が一応形作られるようになってきた。

２．　【台湾】の学校教育の中の言語教育
　先に、言語政策でも見てきたように多言語社会でありながら、台湾では1990年代まで実質単一言語「国語」政策が取られてきた。その後の10年は多言語を認めつつもさほど変わらない教育政策が取られてきた。2000年代から本格的に台湾における多元性を見直す政策が取られ、教育における政策にも実質的な変化が見られるようになってきた。2001に実施された教育改革（九年一貫教育）には、これまでより実質的な「郷土言語
」の授業が盛り込まれ本格的な母語教育に着手し出している。

この改革案はこれまで中央一極集中統制システムを打開し、地方や学校にかなりの自由度が認められ、それぞれの地方や学校が独自の特色を作り上げられるようになっている。つまり、緩やかなカリキュラム設定が出来、それぞれの地域にあったカリキュラム設定ができるということである。

言語教育の点からこの教育改革を見ると、これまでの「国語(Mandarin)」一言語体制から大きく変わり母語教育教科が取り入れられたことと英語教育の低年齢化が挙げられる。それぞれの地域はその地域の言語別話者数によりその地域に見合った言語（国語・英語・郷土言語）教育に力を入れられる。単に語学教育時間数が全学習時間数の20-30%を超えなければ良いと規制されているだけである。
しかし、それぞれの地域色を出し多元的な創造力溢れる人材育成を目指すのがこの教育改革の目標であるが、実際のところ、それまで長年「国語」政策がとられてきたために、その他の言語を教育できる教師の資質や教師数が不足していたり、教材の統一もこの改革に先駆けて全くされていないため、全台湾で各地異なる教材が使われ、教師によって異なりが出ているとされるという。また、郷土言語（母語）教育の実施と言ってもテストのない形だけのものに終わることが多く、地方政府の監視の厳しさによってかなりの差異が出ていると言われる
。

やっと始められた母語教育は大きな批判を伴う。「国語」教育に対しても同じく批判が出ている。総合教育など新たなカリキュラム等の取り入れにより、語学教育時間数は全体数の4分の1しか占めない低い割合になり、その中、更に「国語」「英語」「郷土（母語）言語」とに振り分けていかないといけない。そのため、学童の「国語」力の低下、母語教育の成果がないと強い世論の反発が出ている。

母語否定であった「国語政策」の歴史、それに現在の混乱した台湾の言語教育、この中にあって多くの台湾に暮らす人々は自己の母語を重要視しようとする考えが薄れている。特に現在30代からそれ以下の年代の人は自己もほとんど「国語」しか出来ないために母語
教育の必要性を感じないようだ（洪惟仁2002）。多くの人が世界的な強勢言語である英語
を教育言語に選ぶ傾向にあり、マスコミなどの吹聴も追い風となり、台湾での私立幼稚園はバイリンガル（英語と本国言語（「国語と閩南語」）幼稚園でなければ入園者が望めないぐらい、英語だけを使う幼稚園や日本語幼稚園等学習者の母語と全く関係ない入園希望者が多く、特に高収入者にそのような傾向が強い。このような社会的傾向は、言語政策で見てきた台湾国民党政権時代から少しずつ顕著になってきたことである。台湾国内において政治不安が強くなりつつある中、「国語」の地位も少しずつ揺るがされ、更に世界共通語としての英語勢力が一層強まってきた時代と重なると言える。

2.1 「九年一貫教育」の中の言語教育

　「九年一貫教育」とは2001年に実施開始された教育改革案である。これまで義務教育であり別々な教育目標を掲げていた小学校と中学校を一括し、繋がりある教育体制としてカリキュラムと教育目標を整理し直し、更に、日本でいう、いわゆる総合教育を取り入れた新しいものである。

表2　「九年一貫教育」のカリキュラム表
	年級學習領域
	一 
	二 
	三 
	四 
	五 
	六
	七 
	八 
	九 

	語文 
	本國語文 
	本國語文 
	本國語文
	本國語文
	本國語文
	本國語文
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	綜合
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　小学校では、「国語(Mandarin)」が依然として最重要教育言語と考えられていて、その次に「英語」で、その後に地域によって母語に力を入れているようだ。教育部（日本で言う「文部科学省」）が提示しているカリキュラムでは、小学校5年生から「英語」教育が始まると規定しているが、経済的に余裕のある台北市のような地域ではほとんどの学校が小学校3年生から始まっているし、早い学校では小学校1年生から始めている。カリキュラム的にはそれぞれの学校色を打ち出す「総合活動」の時間が使われていると言われる。
教育部語学教育標準カリキュラム規定：

小学校1・2年は週10コマ、3から6年は週9コマ、1コマ40分。全授業数の29.7％を占める。
　中学校・高校になっても小学校との状況はほとんど変わらない。母語教育に関しては小学校では時間数が制定されているので、実施する学校が多いのに対して、中学校では規定がなくなり自由となるので全く実施されないようだ。
教育部語学教育標準カリキュラム規定：

中学校では1年から3年生週5コマ、1コマ45分。全授業数の15％を占める。

３．　【台湾】の母語教育
　これまで述べてきたように台湾では教育改革を経て、現在では学校（小・中・高）において母語を教えられる環境となった。しかし、明確に教えなければならないとする小学校でさえ、地方政府が厳しく監視しなければ他の教科に刷りかえられている状況が多いのが現状のようなので、規定のない中学校と高校では教えられている場合はほとんどない。

　台湾では、母語は家の中の年配者（祖父や祖母）等と話すとき多く使われる。共働きが多い台湾では、子どもを田舎の両親や近所の年配者や保母に預ける場合が多く、時には昼間だけでなく土日にしか子どもと会わない親や長い休暇が取れたときにしか子供と会わないような親も珍しくない。そのため、預けられた先で話されている言語が子供の母語となり、時には親が話す言語と異なる場合もある。また、フィリピンやインドネシア人のメイドを雇い子供の世話をさせている人も少なくないので、子供はそういった人たちの訛りある英語や中国語等を聞いて育てられる場合もある。

台湾では前にも述べたように育児層（30代）のほとんどはさほど母語教育に対して強い思い入れはないので、自身の経済の差異によって子どもを幼年から「英語」「日本語」や「国語」などの教育の場に行かせ、言語能力の育成を他に任せる場合も少なくない。また、学校での使用言語「英語」や「日本語」「国語」は時には家でのコミュニケーション語としても使われる場合もある。しかし、祖父母の世代は逆に母語が圧制されていた時代を経てやっと現在に至ったので、次世代には自己の母語を話させたいと思う人は少なくない。時には、親（母親）の母語を無視しても子どもに自己の母語を話すよう要求する人もいる
。つまり、台湾では台北といった都会では核家族構成の家庭では年配者がいないため子どもに母語を伝える人がいない可能性が大きい。地方の祖父母や保母に預けられた子供は流暢な祖父母や保母が話す言語（閩南語など）を話すが、両親はその言語でうまく子どもと話せず国語で話しかける、といった現象が珍しくない。

４.　【台湾】での母語の読書力
　以上見てきた状況からも分かるように長年の「国語」政策から台湾では多くの人が自己の「母語」を定義することは難しいと考えている。親から一番最初に教えられた言語と定義しても、近年多くの親は自分もが流暢に話せない母語（閩南語や客家語や原住民語など）を子供の教育言語に選ばない。読書となると親世代も全て「国語｣でしか本を読んだりすることを学んで来なかったので、「国語」でしか伝えることができない。

　2000年代から本格的に始められた郷土言語（主に閩南語で一部に客家語に力を入れている地域もある）教育の一環に郷土言語教材作りがあるが、政府による統一が図られていないため、地域によって編集者によって教材に使われている文字読みの記号等が異なり、ますます学習意欲を削減するものが多い。しかも、特に積極的に関わろうとする親で特に学ばなければ、親世代には読めない字が多いので子どもに更に多くの母語読書をさせる困難が付き纏う。これら郷土言語教育の問題点を受け台湾政府教育部は今年2006年4月21日に「教育部本土教育委員会」で今年から教材審査を受理し、早くて2007年度の新学期から審査された郷土言語教材の使用が始められるということを公表した。
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５．　【台湾】での自分と言葉の教育
大学までの学校制度は日本と違って二種類ある。進学した高校によって進められる大学の種類が違ってくる。

私自身は「科技大学」に所属し「二年制（日本でいう大学3,4年生）と四年制大学部」と
「大学院」の授業を担当している。二年制の学部生は5年間日本語を専門に勉強してきた学生がほとんどであるため、日本語能力2級程度以上の学生が多いので文法といった基礎日本語教育よりも生の教材を使った日本の文化知識や日本語運用知識を中心とした授業が中心となっている。四年制学部生は3年間日本語を専門に勉強した学生が入学者のほとんどを占めるが、一部全く日本語を勉強してこなかった学生もいるため学生間の日本語能力差が大きい。学校ではクラス分けをしてその問題を解決しようとしたが、細かなクラス分けができないため問題がなお残る。

4年制の学部生では近年目立ってきたのが、日台国際結婚の次世代である。それぞれに抱える問題に個人差はあるが、そういった学生の多くに共通する問題として中国語力の不足と授業に対する取り組む意欲が総じて弱い点がある。全体的に見れば日本語能力では他のクラスメートより優れ、特に自己意思表示や聴く力に優れている。しかし、深い読みの力が必要となる文学などの授業では担当教師の話しによれば、きちんとした読みが出来ていない上学習意欲が弱いと見られる。私個人の経験では、一人は聴解力の授業を担当していたときの学生で、勉強に対する意欲はさほど低くなかったが、日本語に関しては絶大の自信を持っていたために自己の聞き間違いを認めようとしない節が見られた点と、クラスメートよりできるためより高度な日本語能力の完成を目指す意欲にかなり欠けていた二点が強く印象に残った。また、文法の授業で担当したもう一人の学生は前者ほどの学習意欲が全くなく、コミュニケーションに困らない日本語能力を有するが、実際使用場面では日本語を使って表現することはできるが、理論的なことになると日本語でも中国語でも理解できない点が見られた。例えば、「自他動詞」を正しく使えるが、なぜペアとして提示できるかについてはなかなか理解を示さなかった。

来年度には学部にも大学院にも日本人入学者がいると聞くので、更に興味深い問題が起きるのではないかと考える。

６.　まとめ
台湾での母語教育はやっと出発点に立ち今後政府を中心に少しずつ社会認知を広め台湾全体の言語意識の変化をもたらすのではないかと考えられる。個人が関わっている教育機関では、今後増えてくるであろう日台国際結婚家族の学生、日本からの留学生に対して、言語教育は如何に行っていくべきか、問題が残る。従来通りの教材や教授法の不足点や不適切な点を検討し、よりよい語学教育を目指したい。
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(3) フィリピンの教育制度と言語政策の歴史
Historical perspective Philippine educational System and Language Policy
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１．　はじめに

フィリピン （スペインの征服者フェルディナンドマゼランからつけられた名前）
7,107 の島から成り立つ群島の国
1.1　国籍〈民族〉
－フィリピン人
－2つの公用語
　フィリピン語(タガログ語に基づく)　と英語
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表１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表２
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人口　89,468,677人　（2006 年７月推計）
1.2　読み書きの能力
定義：１５歳以上で読み書きのできる人

読み書きできる人の割合：総人口の92.6%

男：92.5%

女：92.7%
(2002年)
1.3　背景

　本論文では、フィリピンの文化や言語また教育制度が多様化したことの根底にある理由について、その背景も含め説明いたします。

　フィリピンの教育は、スペイン時代から現在に至るまで、いくつかの発達段階を経てきました。当時の社会のニーズに合わせ、教育はリーダーシップを養うため、また統一された団結力の強い国になるために奮闘する国の政治のためという役割が強かったです。

　フィリピンの教育の歴史は、フィリピンの人達がダツと呼ばれる少数民族のリーダー達によって支配された日から始まりました。それは、フィリピンがスペイン人の探検家フェルディナンド マゼランによって発見される前のことでした。

前マゼラン時代－この時代、教育は非公式で、まだ構造化されてなく、特定の教育方法もありませんでした。子どもたちは親から、学校での教育というよりも職業訓練というかたちで教育され、親から学究的な教育を受けることは少なく、同じ部族の家庭教師の家で教育を受けることが多かったようです。
スペイン植民地時代（1565～1898）－スペイン時代以前の教育システムは、スペインの植民地化のなかで大きく変わっていきました。

部族の人がしていた家庭教師はスペインの宣教師がするようになりました。教育は宗教に基づいてなされるようになりました。特にスペイン植民地時代の初期は、教育はエリートだけのものでした。
1863年の教育法令－地方政府の責任のもと、各町に少なくとも１つの男女共学の小学校が設立するためにこの法律が定められました。また、イエズス会士の管理のもと、男性教師のための師範学校も設立されました。主要な教育は無料とされ、スペイン語教育は必須でした。

1898年（Malolos憲法）－初等教育が義務教育として 無 料で提供される体制が確立されました。

1901年アメリカ統治時代最初の10年－ 十分に宗教制度から分離され、無料の公立学校を設けるシステムが 確立されました。英語だけを用いる無料の学校教育が 実施され、それは人々が市民としての責任を果たすことができるようにするためのものでした。

1902年－高校教育が、フィリピンの委員会によって開始されました。

1935年の憲法－1935年の憲法で、英語を政府の公用語として使うこと、そして学校での指導で使う授業言語とすることが宣言されました。
1937年－国語の開発を委任された国語研究所が設立されました。

1942年から1945年までの日本支配下－日本の 教育方針が1942年の軍事命令２号に盛り込まれました。フィリピン人のために、タガログ語授業とフィリピンの歴史、および道徳教育がそのまま続けられることになりました。仕事が好きになることと労働に対する尊厳が強調されました。外国語としての日本語教育が義務づけられました。
第二次世界大戦以降の独立後－小学校から高等学校に至るまで、すべての学年においてフィリピンの国語がいまだに教えられています。学校での指導に使う言語は英語のままでした。

1957年から1974年まで－教育省の「地方言語教育方針」が公布され、小学１年と２年の段階で過渡的二か国語教育をはじめて３年生から英語を使い始めるようになるという形式で、８つの主要な言語が初期段階の読み書き言語として用いられるようになりました。しかし残念な事に、教師を育成するための資金及び教材不足のために、この政策は十分には実行されませんでした。
1973年憲法－この憲法は、正式にフィリピン語をフィリピンの国語として定め、フィリピン語と並んで、英語を公用語としました。

「フィリピン語」という名の下でタガログ語が出現し、それが 唯一の国語（ゴンザレス、2002）として受け入れられたために、タガログ語以外のフィリピンの言語は学校からやがて事実上排除されることになりました。
1974年6月から現在に至るまで－国家主義者の主張により、いくつかの科目が国語で教えられ、他の科目は英語で教えられるという二か国語教育が行われるようになりました。

２．　フィリピン、二ヵ国語の国
2.1　二言語政策

　二ヶ国語の国としてフィリピンを発展させる目的で、教育手段としての英語及びフィリピン語の広範な利用は、1974年に初等及び中等教育で公式に取り入れられ、1986年に再確認されました。

1987年憲法－1987年憲法はフィリピン語を国家言語として定めましたが、特にセブ語やビサヤ語を話す南部地域からの抵抗がいまだに続いています。
2.2　教育現場における多言語使用

(1)　フィリピン語を通して教えられる科目－フィリピン語、社会科、マカバヤン（国家主義）、道徳、保健

(2)　英語を通して教えられる科目―英語、数学、科学

(3)　 方言（地域の言語：セブ語、イロカノ語、パンガシナン語、ヒリガイノン-イロンゴ語、ワライ語、ビコル語）－これらの言語は、教育上の補助言語として用いられ、英語かフィリピン語で教わる概念の理解を促進する必要がある場合のみ用いられる。
2.3　地方言語への非公式な依存

科目に応じて教師がフィリピン語か英語で説明し、生徒が本当に理解することができるようにするために、その地域の言語によって同内容の事柄をくり返し説明します。

補助媒体としての地方言語の使用は、ユネスコのPratorの提案の後に「地方言語に関する政策」が形成された1957年にさかのぼります。この提案の根底にあるものは、入学時の子どもにとって教育上最も良い言語は自らの母語であるという事実です。その実験的な試みが、イロイロ市のビサヤ地方で行われ、ヒリガイノン（イロンゴ）語が学校で第一言語として用いられました。その試みは成功し、1957年から1974年までに実施された地方言語教育政策を誕生させるものとなりました。その政策により、３年生の段階で英語を学校で使う前に、１、２年生時に二言語教育をするという、初期読み書き言語としての８つの主な言語が用いられました。
 　教員養成の政府資金援助及び１、２年生用初期読み書き能力プログラムの為の資材が不足していた為、この政策は継続されませんでした。

   教育のプログラムは、以下の団体による強固なサポートシステムが存在する時のみ、成功することが可能です。

(1)　政府

(2)　就職関係

(3)　一般市民
英語使用を促進するサポートシステムはとても強いですが、フィリピン語のサポートシステムはそれほど強くありません。その他の自国語使用に対するサポートシステムはなおさら強くありません。印刷代の助成金が政府によって支給されない限り、出版社は本や教材などを印刷したり出版したりすることをしません。自国語使用に必要な書籍の量はあまりにも少ないため、出版社はそれによって利益を上げることができません。

2.4　生徒のジレンマ：小学校での外国語使用
指示言語に基づいた生徒の分類
(1)　タガログ語を母語として話す人またはタガログ語を話す生徒は、フィリピンの国家言語政策から多大な恩恵を受けています。というのは、フィリピンの国家言語教育は幼児期から始まって、一生涯継続するからです。また、フィリピンの学校は、そのような言語教育を補強して洗練する為に役立っています。

(2)　タガログ語あるいは非タガログ語以外の主要言語を母語としている生徒は、彼等とは無縁だった言語で教えられている為、他の科目において十分な実力に達するのは難しいという事がわかりました。
(3)　少数派言語を母語とする人達－およそ120の少数派言語がフィリピン群島のあちこちに点在しています。国家言語であるフィリピン語と英語は、彼等にとって両方とも外国語です。授業を理解して学校生活に溶け込むことは非常に難しいということがわかりました。多くの生徒は学校を中退します。
1989年の教育長官ロルデス・クイスムビンは、タガログ語を話す学生と話さない学生の違いを認めました。「言語能力の最小限の実力を得る為のフィリピン人先生を対象とした報奨金の確立、特別クラスの設置、適当な教材の開発、及び特別な言語教師の提供を通してタガログ語と非タガログ語グループの間でフィリピン語の能力を等しくする目的で補償強化教育が設立されました」とロルデス女史は話して聴衆を安心させようとしました。
　一方、タガログ語あるいはフィリピン国家主義として認められるものに対する異議の声は、大別して土着の言語を支持する人々と英語を支持する人々に分かれます。おそらく、最も挑発的なものは、セブの元知事から発せられた声明です。彼は、フィリピン語はセブ語であるとしてフィリピン語に対する自分の全面的支持を宣言しました。例えば、セブではフィリピン国歌がセブ語でよく歌われており、このような動向はセブ州政府によって支持されてきました。タガログ語に極端に反対する人々の中には、タガログ語を使用することによって英語の使用価値が下がってしまうと恐れる人もいます。また、そのような英語の使用価値の下落によって、フィリピンの二言語政策を批判する名の知れたエリートのイロカノ族も幾人か現れています。
　自国語で教えられるならば、生徒はより多く、そしてより速く学ぶことができると主張する多くの教育専門家がいます。

読書能力に関する専門家の調査と経験によれば、第二言語を教える最も良い方法は、生徒が自分達の第一言語を使用して批判的思考ができるようになるまで第一言語を習得させることです。第一言語を通した得たこれらのスキルは第二言語にも応用することが可能です。しかし、このような研究結果にもかかわらず、フィリピン政府と生徒の両親達は、できるだけ早期に英語を教えることに固執し続けています。しかし、そのことは結局、母語あるいはフィリピンの国家言語で子どもが批判的に思考する能力の育成を妨げることになるのです。以上の事柄は、現在のフィリピンでの教育の質と言語の問題を部分的に説明するものです（ゴンザレス、A. 2003）。
　フィリピンにおいて、二言語併用教育は、しばしば控えめに取り扱われてはいますが、現在に至るまで論争の的となっています。二言語政策の失敗に関するレポートや記事が、学校で使われる英語能力の低下と関連してしばしば新聞紙上に見ることができます。これは通常、英語の使用と同時にフィリピン語とフィリピンの言語構造の影響に割り当てられる必要がある時間のためであると考えられています。数学と科学は、生徒が完全には理解できない言語で教えられているため、それらの科目を学ぶことはさらに難しくなってきていると言われています。
英語は世界中で通用し、教育上および職業上重要なものと見做されていますが、フィリピンの人々が英語を自分達の自己同一性シンボルとして受けとめているという証拠はどこにもありません。その代わりに、小さな少数派を除いて、絶え間なく変わり続けているフィリピン英語でさえ、英語はステータスが高くて本質的には外国語であると見做され続けています（ゴンザレス、1999）。

2.5　フィリピンで英語が継続的に優位にある理由

(1)　アメリカに対する長引く植民地的な忠誠心。
(2)　経済－英語を通して世界中の人々と交じり合い、海外に仕事を持つことが可能。外国ではフィリピン人の雇用需要が高まり、フィリピンでは雇用不足。
(3)　官公庁業務や高等教育だけではなく、ラジオ、テレビ、映画などのマスコミ、ビジネス、テクノロジーなど多くの分野において英語が優位を占める。
　フィリピン語に関しては、それは国家言語として認められてきました。しかし、非タガログ語グループの間で、フィリピン語がフィリピン全国に通用する最も大切な言語であると受けとめられてきたと証明する事実はほとんどありません。2002年にSmolicz、Nical及びSecombreによって行われた研究によれば、フィリピン語に対するそのような消極的な態度がセブ族の間で最も顕著に見られました。多くのセブ族はフィリピン語を不必要なものであると見做しています。というのは、日常生活をおくっていくにあたり、英語と自分達の母語だけで十分だったからです。

３．　フィリピン言語政策の展望
　現在のフィリピンの公式言語教育政策は、植民地時代から始まって今も世界中で通用する英語の支配影響下で求め続けられてきたタガログ語（フィリピン語）の同化政策という前提の上に築き上げられてきたように思われます。しかし、タガログ語以外のフィリピンの地方言語は、家族や地方のコミュニティーや地域の様々な場面で生徒によって守り続けられてきました。今までのところ、現在の政策を変える事を求める差し迫った要求の声は存在しませんが、ビサヤ族の中には、様々な不満の声があります。それは、将来、言語の平等を求める要求がさらに高まる可能性がある事を示唆しています。

　文化的及び言語的な少数派の要求が高まっている現在の世界的な情勢を考慮すると、自国語とともに他の言語も育むことに成功した多言語使用の国々の例からフィリピンが学ぶことは、有益であるかもしれません。

小学生の段階で、学校で用いる言葉を通して、タガログ語以外のフィリピンで使用される言語の読み書き能力を発展させようとする政策は、フィリピンサマー言語学協会（SIL）から実験上の支持を受けているように見受けられます。この協会は、「母国語の使用は読み書き能力のより良い基礎を築く」（Smolicz, 2002）という事実を示唆するデータを集めることに成功しました。このアプローチは、「母国語の読み書き能力の発展は、費用の節約ができて実用的であると見做すことはできない」（Smolicz, 2002）とする現在の公式政策からの離脱であると捉えることも可能です。

　英語を特に重んじるフィリピンの二言語政策によって、フィリピンは主に肉体労働やあまり技能を必要としない労働力を多数輸出する国になることができました。そして、フィリピン人の移民労働者が自分達の家族に送る送金を通して、このフィリピンの二ヶ国語政策は、非常に需要の高い資金を提供しているのです。フィリピンの二ヶ国語政策の一番の問題点は、特に地方において学生の母国語が無視されていて彼らの英語力が不十分であることと、英語とフィリピン語だけが継続的に学校で用いられるという事実が存在します。地方にいる多くの若者が学校を中退して、彼らの言語能力に欠落が多くあるというフィリピンの経済的損失は、フィリピンの社会的及び経済的損失の最も大きな要因です。中東などの国々で仕事を得ることができた幸運な人達が仕送る送金によって、フィリピンの人材発展の失敗を補うことはできません。
　したがって、フィリピンが追い求め続ける教育言語政策は、多元的価値に基づいている社会的計画と政府及び経済界のビジネスセクターからの支持を緊密に統合することが必要であると見做すことが可能です。多元的な国に存在する多様な言語グループの調和した共存は、そのように社会の異なる分野が協力してそれが成功するか否かにかかっています。それは、言語的、文化的、市民的、及び政治的に完全な人権に向けて「発見の航海」にすでに乗り出した国々において認識されている傾向なのです（Smolicz, 2002)。
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1. 

Language Policy

Malaysia is made up of a multicultural society whereby almost every citizen could speak at least two languages or more. This reflects the education system in Malaysia. Malaysia places a very important emphasis on language education to ensure the survival of the various languages. Every ethnic group is given an opportunity to get a proper education in their mother tongue. As a result, language education in Malaysia is rather complicated as compared to many other countries. 
Malay Language is the national language in Malaysia and therefore it is a compulsory subject in all schools. Depending on the type of schools, the number of contact hours differ from one type of school to another. 


English is a second language in Malaysia and considered as a very  important subject after Malay Language.



Apart from Malays, Chinese and Indians, Malaysia also comprises of natives such as Kadazandusun, Semai, Iban and so on. The language spoken by these ethnic groups are considered as heritage language and measures are being taken to ensure that these languages do not extinct 
as most of the children attend the national schools where the medium of 
instruction is Malay language .

2. 

Language Education in the School System

Generally, schools in Malaysia can be divided into two main types:


a) National Schools – the pupils comprises of various races such as  

     

     Malay, Chinese, Indian and other minority groups.

                           Chinese Schools

                            (made up of all Chinese pupils)


b) National Type Schools    
 Tamil Schools

                            (made up of all Indian pupils)


In the National Schools, Malay Language is the medium of instruction whereas in the National Type Schools, the medium of instruction is either Chinese or Tamil. But Malay Language still remains as a compulsory subject in both types of schools.


In the National Schools, the pupils comprises of various races such as Malay, Chinese, Indian and others. Even though the medium of instruction is the Malay Language, the Chinese and Indian pupils in the National schools are given an opportunity to learn Chinese or Tamil in a special class known as POL (People’s Own Language).

The tables below show the time allocation for the various languages in    both types of schools. 

Table 1: Minimum time allocation for National Primary School
	Subject
	Level 1
	Level 2

	
	Year 1
	Year 2
	Year 3
	Year 4
	Year 5
	Year 6

	Malay 
	360
	360
	360
	300
	300
	300

	English 
	240
	240
	240
	210
	210
	210

	Chinese/Tamil for Communication

(an elective subject for non-native)
	60
	60
	60
	60
	60
	60


Table 2: Minimum time allocation for National Type Primary School
	Subject
	Level 1
	Level 2

	
	Year 1
	Year 2
	Year 3
	Year 4
	Year 5
	Year 6

	Malay
	270
	270
	270
	180
	180
	180

	English 
	60
	60
	60
	120
	120
	120

	Chinese/Tamil Language
	360
	360
	360
	300
	300
	300


* Currently there are 500 National Type Primary Schools (Tamil) and 1500    

   National Type Primary Schools (Chinese).  

   (Curriculum Development Centre, Ministry of Education 2005)

Table 3: Minimum time allocation for Secondary School (National Type)
	Subject
	Lower Secondary
	Upper Secondary

	
	Form 1
	Form 2
	Form 3
	Form 4
	Form 5

	Malay Language
	240
	240
	240
	240
	240

	Malay Literature
	-
	-
	-
	120
	120

	English Language
	200
	200
	200
	200
	200

	Literature in English
	-
	-
	-
	120
	120

	English for Science and Technology
	-
	-
	-
	120
	120

	Chinese/Tamil 
	120
	120
	120
	60
	60



Until 2001, all subjects except English were taught in Malay Language in all National Schools. However, in May 2002, English language education took a new turn with the introduction of the teaching of Mathematics and Science in English. These changes took place due to the rapid development in science and technology. Malaysia realizes that the country requires human resources that is knowledgeable and skillful and  in order to achieve these objectives, a mastery in international languages especially English will help them to become independent learners in acquiring knowledge and information. This is especially true when pupils further their studies in the universities either local or overseas as most reference books are written in English. 


The implementation was carried out in all schools beginning with year 1, form 1, form 4 and form 6. Under normal circumstances, the programme would have been introduced progressively from year one onwards but the process would take 11 years to complete one cohort.

3. 

Mother Tongue Education

In Malaysia, mother tongue education is incorporated in the school system but the status is as an elective subject. Measures are being taken to ensure that the pupils get the opportunity to learn their mother tongue in school. 


For the Malays however, there is no specific programme to teach their mother tongue as they are exposed to Malay Language both at home and in school. However, the non-Malay pupils (Chinese and Indians) who attend National Schools are given the choice to take Chinese or Tamil language. Majority of these Chinese and Indians pupils who attended National School could speak their mother tongue as they are exposed to it at home but unfortunately most of them could not read nor write text in their respective languages. 


In the case of the Chinese pupils, there are various dialects and pupils could normally speak in their own Chinese dialects but the additional language taught in schools is not exactly their mother tongue but Chinese language. Indian pupils on the other hand, study Tamil as their mother tongue.



These pupils attend a special class known as POL (People’s Own Language) which is conducted 3 times a week and equivalent to 120 minutes.

Apart from these two languages, there are three more ethnic languages that have been given emphasis and they are Kadazandusun, Semai and Iban as mentioned earlier. The children from these ethnic groups too are given the opportunity to learn their mother tongue in school. 


However there are three conditions for the subject to be offered in school which are:


a) there should be more than 15 pupils


b) there should be a written request from parents


c) the availability of a qualified teacher to teach the subject


The table below shows the minimum time allocation for the various ethnic languages

Table 4: Minimum time allocation for Ethnic languages
	
	Level 1
	Level 2

	
	Year 1
	Year 2
	Year 3
	Year 4
	Year 5
	Year 6

	Bahasa Iban
	-
	-
	120
	120
	120
	120

	Bahasa Kadazan Dusun
	-
	-
	
	120
	120
	120

	Bahasa Semai
	-
	-
	120
	120
	120
	120


4. 

Mother tongue and heritage language
   - Problems and issues in developing the teaching of mother tongue and   heritage language.


a) Time table


The teaching of POL varies from one school to another.  In some schools, the subject is carried out within the school timetable while in other schools it might be carried out outside the school timetable. Teachers encounter more problems when it is carried out outside the school timetable as attendance of pupils is poor as compared to those within the school timetable because some pupils refuse to stay back after school to attend the class.   


b) Shortage of qualified teachers


The shortage of qualified teachers to teach the subject is one of the major problems in the teaching of mother tongue in school. One measure taken by the ministry of education is to employ pensioners who are qualified in the field. 


c) Pupils’ motivation

 
Motivation is a major problem as some pupils are taking the subject due to pressure from parents and not through their own free will.

5. 

Personal involvement in the teaching of languages

My involvement in the teaching of Japanese language began when a degree programme for Japanese Language Teachers was launched under the Look East Policy 1990. The table below shows a brief outline of the development of Japanese language education in Malaysia.

Table 6: Development of Japanese Language Education in Malaysia
	1966
	Japanese Language was introduced in University Malaya

	1981
	Look East Policy was launched

	1982
	In-plant training programme was started under University Mara

Preparatory course for students who further their studies in Japan 

	1984
	Japanese language became the second foreign language in Residential

Schools　

	1990
	Degree Programme for Japanese Language Teachers (ended in 1998 

after 9 cohorts of candidates and re-started in 2003)

	2004
	A new Japanese language syllabus was designed

	2005
	Expansion of Japanese language to day school

	2006
	Japanese language teachers training programme was introduced 

International Language Institute  


A total of 110 Japanese language teachers graduated from universities in Japan. I’m one of the 110 graduates. After completing my first degree in Japanese Language and Culture, I returned to Malaysia and began teaching Japanese in a residential school. Currently there are 60 schools offering Japanese language as the second foreign language with 63 Japanese language teachers.


Five years later, I was seconded to University Malaya to teach Japanese at a Preparatory Course Programme for students who are pursuing their education in Japan. A year later I was offered a scholarship by the Japan Foundation and I returned to Japan to do my master’s degree in Japanese Language and Culture. 

In 2002, after completing my studies in Japan, I was posted to Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia to start a new unit called the International Languages Unit. Among my job specifications are to design a new Japanese language syllabus which is approved by the ministry of education and preparation of learning materials including textbook for Japanese language.


Currently, I’m teaching Japanese in a secondary school. In the Japanese class, pupils are not only exposed to Japanese language per se but  they are exposed to the cultural aspects of the language. Intercultural awareness is one of the main objectives in the teaching of Japanese language in school.  

6. 

Reading skills

Reading skills is considered a very important aspect of language learning in Malaysia. A lot of effort is being put in programmes involving reading skills especially in early reading. This Early Reading Programme is introduced to help overcome problems in illiteracy in schools with low achievement in language learning.  


Malay language books are obtained locally while books for English language are imported. Sound Start Series and Ladybird Series are the two series being used in schools at present. 


The objective of this programme is to encourage pupils to acquire reading skills in a progressive manner and eventually develop an interest in reading. A total of 2300 English teachers were trained to teach early reading in this programme.

＜Reference＞
1. Laporan Kajian Impak Program Bacaan Bahasa Inggeris Sekolah Rendah. English Language Unit, Curriculum Development Centre, MOE

2. Maklumat Bahasa Antarabangsa. International Language Unit, Curriculum Development Centre, MOE
3. Maklumat Bahasa Cina. Chinese Language Unit, Curriculum Development Centre, MOE

4. Maklumat Bahasa Ethnic. Ethnic Languages Unit, Curriculum Development Centre, MOE

5. Maklumat Bahasa Kebangsaan. Malay Language Unit, Curriculum Development Centre, MOE

6. Maklumat Bahasa Tamil.  Tamil Languages Unit, Curriculum Development Centre, MOE

7. 国際交流基金『日本語教育国別情報』マレーシア
    http://www.jpf.go.jp/j/japan_j/oversea/kunibetsu
マレーシアの公教育制度 － 教育系統図

文部省「諸外国の学校教育（アジア・オセアニア・アフリカ編）」

収録の学校系統図を元に一部追加したもの
(5) インドネシアの言語教育事情

　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　竹村洋美（サラスワティ外国語大学）

1． インドネシアの言語環境と言語政策

1.1　インドネシア共和国概況

　インドネシアは、その広大な領域に数多くの民族と異なる宗教を持つ人々を内包している国である。
国語
：　インドネシア語

国家スローガン
：　多様性の中の統一

面積　
：　約189万平方キロ（日本の約5倍）

人口　
：　約2.17億人（2004年政府推計）

島の数
：　17,000以上

種族
：　約400

地方語　
：　660語以上

宗教　
：　唯一神への信仰を原則とし、以下の5つの宗教が認められている

　　　　　　　　　イスラム教、キリスト教、ヒンズー教、仏教、儒教

インドネシアという国の性格は、国家スローガンである「多様性の中の統一」という言葉に端的に表されていると言える。それぞれの宗教や文化を尊重しつつ国家として一つにまとまる。そのための重要なツールとして、共通語であり国語であるインドネシア語が重大な役目を担っている。

1.2　インドネシア語の誕生

1945年オランダから独立したインドネシアは、1945年憲法にて「国語はインドネシア語とする」（第ＸＶ章第38条）と定めた。但し、これには注釈として「地方において正しく継承されてきた独自の言語（例えばジャワ語、スンダ語、マドゥラ語など）についても国家は敬意を払い、これを保護する。これらの言語もまた現存するインドネシア文化の一部だからである」と付け加えられている。

インドネシア語は、まだマレー語と呼ばれていた時代から、インドネシア領域において交易上の共通語としての長い歴史を有していた。独立以降は国語として、学校教育、公的活動、マスメディアに広く用いられている。

数多くの民族と地方語から構成されるインドネシアにおいて、相互間の民族の唯一のコミュニケーションツールとして機能したのが国語インドネシア語であり、インドネシア語は、独立後の国家統一においてなくてはならない重要な役割を果たしてきたのである。

1.3　インドネシアの言語環境　国語と地方語

インドネシアでは、公的機関、教育、マスメディア等では国語であるインドネシア語が使用され、各家庭や日常生活においては話者の母語である地方語が話されることが多い。

地方語の中で話者人口が多いものには、ジャワ語、スンダ語、ムラユ（マレー）語等がある。インドネシアの言語系統は、オーストロネシア系（西インドネシア語群）とパプア系に大別されるが、オーストロネシア系言語の話者が圧倒的に多い。オーストロネシア系言語の特徴は、比較的単純な音韻組織、限られた数の接辞、多様な機能などである。

1.4　言語政策とインドネシア語をめぐる問題

上述したように、インドネシア語は多民族を統一する国語として大変重要な役割をこれまで果たしてきた。公教育によるインドネシア語の徹底や1990年代以降テレビの民放局が数多く開設したことなどにより、現在インドネシア語は地方へも広く普及している。

インドネシア語をめぐる最近の問題としては、外来語の過剰浸透が挙げられる。これは日本のカタカナ言葉の問題と同じで、例えば首都ジャカルタにある会議場は「ジャカルタ・コンベンション・センター」という名称がつけられているが、以前は「バライ・シダン・ジャカルタ（ジャカルタ会議場）」と呼ばれており、現在でもこの呼称を保持するべきだとの意見がある。1995年から1996年にかけてジャカルタで一時、外国語の用語の使用に関する規制が行われたことがあるが、1998年のスハルト政権崩壊以後の「改革の時代」において再び外来語の使用は増加し始めており、このような状況に対して外国語の使用に対する規制を強化すべきとの声が上がっている。またマスコミの外国語の使用にも問題がある。時代のグローバル化により特に英語がそのままインドネシア語に吸収されている例が多く、数年間この状態を放置すればインドネシア語の危機を迎えるのではないか、と危惧する者もいる。正しいインドネシア語の使用を普及させるため、何らかの法的規制を行うべきであるとの声を受け、政府は現在インドネシア保護の目的とした、公共の場所における外国語の使用を禁止する「国語法案」の準備を行っている最中である。

またその他に、インドネシア語の構造自体決して既に確立しているわけではなく、インドネシア語そのものが、各地方語や外国語からの影響を発音、語彙、文法などの面で受けつつ、現在も微妙に揺れ動いているのだという見方もある。

２．　インドネシアの学校教育の中の言語教育

2.1　インドネシアの教育システム

（国家教育システムに関する2003年法律第20号による）

基礎教育　小学校・中学校（義務教育、7歳～15歳。6歳から小学校に入学できる。）

中等教育　高校

高等教育　課程：ディプロマ課程、学士課程、修士課程、博士課程、専門課程

　　　　　学校：アカデミー、ポリテクニック、単科大学、インスティトュート、総合大学
教授言語：
(1)　国家教育においては、国語であるインドネシア語を教授言語とする。

　　　　　
(2)　以下の場合、地方語を教授言語として使用することができる。

a　必要な場合、教育の初期段階において

b.　特定の技能教育において

(3) 外国語は、生徒の外国語能力を伸長するための特定の科目において教授言語として使用することができる。

注）＊　インドネシア語・・・国語

＊　地方語・・・生徒の母語

＊　外国語・・・特に英語。国際交流に大変重要な国際言語である。

　　　　　　

2.2　基礎教育、中等教育、高等教育における言語教育、日本語教育　

小学校・中学校・高校　：　インドネシア語、地方語、英語　（必修）

＊高校では、語学課程を選択した生徒が、第2外国語を、日本語、ドイツ語、フランス語、中国語等の中から選択する。

· バリ島では、115校の高校で日本語の授業が行われている。

· バリ島では、小学校、中学校で日本語を教えている学校も少数だがある。

2.3　2004年新カリキュラムについて（運用能力重視のカリキュラム）

2004年、政府は能力を重視する新カリキュラムを発表した。

＊インドネシア語の授業における新旧カリキュラムの差

	
	1994年カリキュラム
	2004年カリキュラム

	1
	言語の説明に重点を置く(form focus)
	生徒の言語的訓練に重点を置く(meaning-focus)

	2
	教材としての文法
	誤った場合のみ、文法を訂正

	3
	言語の運用能力面には、注目していない
	言語運用能力が、主要目標

	4
	読むことが、学習目的

(learning to read)
	読むことは、学習のための手段である

(reading for learning)

	5
	書くことは、学習したことを書くための手段である
	書くことは、考えを表現し伝達するための手段である


特徴：
(1) インドネシア語でコミュニケーションできる能力を持つことが、主要目標である。インドネシア語の会話及び文書におけるコミュニケーション能力の向上を目指す。

(2) 言語４技能が、バランス良く配分されている。また４技能を別々に提出するのではなく、取り混ぜた授業を行う。

· 運用能力面を強調しているのが新カリキュラムの特徴であり、具体的な訓練に重点を置く、より実践的な内容となっていると言える。

３．　インドネシアの母語教育

3.1　学校教育における「地方語」

前述の通り、政府はインドネシア語を国語と定め、教育機関での教授語をインドネシア語と定めているが、一方地方語についても尊重をしており、多くの地方では初等、中等教育で地方語の授業が行われている。

3.2　バリ島におけるバリ語衰退への不安と対策

(1)　バリ語の衰退

インドネシア、バリ島において使用されているバリ語は、バリ人の母語であり、地方語は独自の文化や宗教と密接に結びついている。バリ語は複雑な敬語体系を持つ言語である。バリ島において、多くのバリ人はバリ語を第1言語としており、家庭や地域社会の中やインフォーマルな場所では普段バリ語が使用されることが多く、村落部の高齢者にはインドネシア語を話せない人たちもまだ多い。

しかし一方で、最近の生活様式の近代化に伴い、都市部ではバリ語衰退の傾向がある。例えば都市部に住む子どもたちは、両親ともにバリ人であっても、インドネシア語しか話さない子どもが増えている。そのような家庭では両親間の会話ではバリ語、子供との会話はインドネシア語という現象が起こり、それらの子供同士の会話もまたインドネシア語である。このような背景には、生活の近代化が急速に進んでいく中で（民放テレビ局の急激な増加、インターネット環境の整備、携帯電話の普及等）、地方的なものは国際的アクセスとなりえず、経済的にも利益をもたらさず非合理的なため、若者達の間では敬遠されがちだということが挙げられるだろう。加えて教育システムが地方語を初等教育で取り上げているにもかかわらず、卒業試験の成績に関係ないということから、受験や外国語教育に対する親の熱意が加熱する一方の今日、バリ語教育に親子ともに関心が薄くなっているという事実がある。

(2)　地元マスメディアの出現によるバリ語ブーム

以上のようなバリ語の衰退を懸念した一部のバリ人の間で、バリ語回帰の傾向が最近見られるようになってきた。以前はテレビやラジオ放送等の近代的マスメディアでの使用言語はインドネシア語が圧倒的であった。しかしここ数年、地元テレビ局のバリテレビ局が開局されたのを機に、ラジオの地方放送局もバリ語によるニュースや番組を放送するようになった。またポップ･バリと呼ばれるバリ語のポップ音楽が、地元の若手ミュージシャンの間で盛んに作られるようになり、若者達の間にも人気が出始めている。

伝統的なコミュニケーションのみでなく、近代的メディアでバリ語が使用されるようになったことにより、地方語の歴史は新たな局面を迎えることとなった。日常のコミュニケーションや実際に発生している事実を、会話であれ文書であれバリ語で表現するためには、バリ語自体現実的で直接的、適切で無駄のない、多くの人に好まれる言語でなければならないことを意味している。

バリ語が今後どこまで若者の間で復活できるのか、高まりつつあるバリ語ブームが一過性のもので終わるのか、その答えを出すにはもうしばらく様子を見る必要があるだろう。

４．　インドネシアでの自分とことばの教育

4-1　サラスワティ外国語大学について

日本語学課の教育目標：　1.　日本語の教員養成

2.　観光産業に従事している人のための日本語能力の養成

レベル　　　　　　　：　卒業時に日本語能力試験2級合格を目指す

1～3セメスター　初級　文法4時間/週　

その他読解・会話・作文・聴解・表記等

4～6セメスター　中級　文法3時間/週　　　　　“

7～8センセター　上級　文法3時間/週　　　　　“

特徴

・観光産業に就く者が多いことから、「ガイドの日本語」「観光日本語」等の授業がある。

・また教員希望者も多いので、「教授法」「言語学」「音声学」等の授業も行っている。

・夜間大学であり、現役の教員や観光業で仕事をしている学生も多く、年齢層も幅広い。学生のモチベーションが高いことから、学習への意欲は総じて高い。

4-2　バリ日本語補習授業校について

(1)　補習校概要
バリ日本語補習授業校は、在留邦人が同伴する子女の国語教育のために共同して設置運営している施設であり、幼稚部及び小・中学部が設置されている。特色としては、帰国を予定する子女の為の国語等の補習の場のみならず、永住者を含む現地教育を選択した子供たちの学習の場としても機能していることが挙げられる。

＊小・中学部のクラス編成
　生徒のニーズに合わせ、各学年「国語クラス」と「国算クラス」が設置されている。
	　
	国語クラス
	国算クラス

	対象
	日本語能力を伸長させたい者
	近い将来日本へ帰国し、日本の学校に通学する予定の者（海外の日本人学校を含む）

	クラス設置の目的
	子弟が長い将来に亘って日本語を使用することができるようにと願う保護者をサポートする
	子弟に日本帰国時の学年相当の学力を維持させようとする保護者のサポートをする

	学習目標
	最終的には日本の新聞や書物を読め、テレビのニュースが聞き取れるレベルを目指す
	日本帰国時の学年相当の学力を維持する

	学習科目
	主に国語
	国語と算数（数学）

	学習方法
	日本語教育法を取り入れた国語学習
	文部科学省の学習指導要領に沿った学習

	家庭での学習
	クラスの進度に合わせて保護者が常にサポートする
	宿題が相当量有り、保護者の指導が不可欠

	家庭内での

会話
	日本語での会話が望ましい


	日本語での会話が必須



	保護者の

サポート
	宿題、復習のサポートをする


	授業のみではレベルの維持が困難なので、講師との連絡を密に取り、学習の進度を維持すべく保護者の責任において指導を行う

	小学部入学時のレベル
	ひらがなの読み書きができることが望ましい
	ひらがなの読み書きができるように就学前に必ず学習しておくこと

	進級
	子供の能力を考慮して留年させる場合もある
	日本の学齢に合わせ進級するが、それ相当の努力が必要である


· 幼稚部保育内容

日本の文化・習慣を学ぶことと、日本語力をつけ補習校に入るための準備をすることを目標にしている。主な保育内容は、日本の季節に合わせた行事（スイカわり、運動会、クリスマス会、節分等）や、それに関連する製作、お絵かき、童謡や手遊び歌、絵本や紙芝居の読み聞かせ、脳が最も発達していく幼児期に、その発達を効果的に促すリズム体操、広い運動場を利用した活動など様々である。

· 授業日
	国算クラス
	小学部1年～2年
	週３日

	
	小学部3年～中学部３
	週２日

	国語クラス
	小学部
	週２日

	
	中学部
	週１日

	幼稚部
	年少・年中　
	週1日

	
	年長
	週2日


＊在籍生徒数（2006年7月現在）：206名

幼稚部

	年少
	28

	年中
	31

	年長
	34

	幼稚部合計
	93


　　　　　　　                      小学校　　　　　　　　　            　中学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	                      
	国語クラス
	国算クラス
	
	国語クラス
	

	1年
	18
	5
	
	国語クラス
	国算クラス

	2年
	16
	4
	1年
	2
	0

	3年
	8
	5
	2年
	2
	2

	4年
	17
	7
	3年
	3
	0

	5年
	10
	2
	ＯＳ生
	3
	0

	6年
	6
	4
	クラス別計
	10
	2

	クラス別計
	75
	26
	中学部合計
	12
	

	小学部合計
	101


在籍者数推移

	年　　　度
	小中学部
	幼稚部
	合計

	１９８９年
	８
	―
	８

	１９９０年
	８
	―
	８

	１９９１年
	７
	２５
	３２

	１９９２年
	１７
	２３
	４０

	１９９３年
	２５
	２４
	４９

	１９９４年
	３１
	３２
	６３

	１９９５年
	３１
	３３
	６４

	１９９６年
	３５
	３２
	６７

	１９９７年
	４３
	４２
	８５

	１９９８年
	５２
	４３
	９５

	１９９９年
	５９
	６６
	１２５

	２０００年
	６２
	８０
	１４２

	２００１年
	７７
	７８
	１５５

	２００２年
	８９
	８４
	１７３

	２００３年
	９６
	７５
	１７１

	２００４年
	８９
	８０
	１６９

	２００５年
	９３
	８９
	１８２

	２００６年
	110
	８８
	１９８


(2)　生徒の言語環境
小中学部国算クラス（全生徒　28名）

両親

· 両親ともに日本人　13名

· 父親が日本人で、母親がインドネシア人　5名

· 母親が日本人で、父親がインドネシア人　10名

第1言語（講師の判断による）

· 日本語　　　　　　18名

· インドネシア語　　8名

· 英語　　　　　　　0名

現地校
＊国際校　　　　　　　　　14名

＊インドネシアの学校　　　14名

生徒家庭環境例
· 両親とも日本人だが、親の仕事の関係でバリ島に在住。

· 両親とも日本人だが、親の希望でバリ島に移住。

· 父親が日本人。父親はバリ島外在住。

· 母親が日本人。幼児期を日本で過ごした後、バリ島に移住。

· 母親が日本人。生まれた時からバリ島。
小中学部国語クラス（全生徒　85名）
両親
· 両親ともに日本人　1名

· 父親が日本人で、母親がインドネシア人　19名

· 母親が日本人で、父親がインドネシア人　65名

第1言語（講師の判断による）

· 日本語　　　　　　　　　2名

· インドネシア語　　　　　80名

· 日本語・インドネシア語　2名

· 英語・インドネシア語　　1名

現地校
＊国際校　　　　　　　　　2名

＊インドネシアの学校　　　82名

＊個人塾　　　　　　　　　1名

生徒家庭環境例
· 両親とも日本人だが、親の希望でバリ島に移住。

· 父親が日本人。父親はバリ島外在住。

· 父親が日本人。父親はバリ島内在住。

· 父親は日本人だが、離婚して家庭がインドネシア人のみの家庭。

· 母親が日本人。幼児期を日本で過ごした後、バリ島に移住。

· 母親が日本人。生まれた時からバリ島。

(3)　バリ日本語補習校の問題点
運営上の問題

· 常勤講師がおらず、全員非常勤講師である。また講師をまとめる役職者（校長先生や主任講師等）がいない。

· 運営は、父兄と日本人会のボランティアによって全て行われているが、生徒数・学校の規模が大きくなるにつれ、ボランティアによる素人経営では困難になってきている。

· 運営資金の問題（家庭の経済的環境が多様である）

学習上の問題

· 生徒の言語環境、家庭環境、生い立ちが多様であり、（母語、第1言語、外国語としての）日本語能力が一人一人異なっていること

· 国語クラスについては、日本語教育と国語教育とのバランスや指導方法について、まだ手探りの段階であること

· 国算クラスについては、基礎的な日本語能力が不足している生徒がいること

· 国語・国算クラスの設置目的への父兄の理解が足りず、ニーズや目的に合わないクラスに在籍する子供がいること

· 講師の資質

· 生徒の学習へのモチベーションが低い。

国算クラス…帰国予定が決まっていない

国語クラス…明確な学習目的がない、日本への興味がない等

(4)　国語クラス新カリキュラム
以前のカリキュラムでは、基本的には国語の教科書を、日本の半分のペースで進むこととし（国語上を1年間、下を1年間）、その他の日本語教育的学習を取り入るれかどうかということや教材については、各講師に全面的に任せていた。

しかし生徒の年齢と教科書の内容が合わない、日本語能力伸長の効果があまり見られない等の理由から、講師と父兄の代表からなるカリキュラムの会を結成し、数年間新しいカリキュラムを模索しながら作成し、昨年から新カリキュラムを導入した。新カリキュラムでは、指導のめあてを新しくするとともに日本語教育のシラバスを取り入れ、副教材も日本語教育用の教材を指定、日本語教育に重点をおきながら、学齢相当の教科書も読み教材等として取り入れている。

日本語教育と国語教育を取り混ぜた感がある新カリキュラムだが、カリキュラムの会も講師もこれをどのような方法で指導するのが効果的なのか、まだ手探りの段階である。この新カリキュラムも以前よりベターではあるが、ベストなカリキュラムというわけではない。どのような指導法がインドネシア語を第1言語としながら、様々な日本語環境にある子供たちに効果があるのか、現在も試行錯誤を繰り返しながら模索をしている。
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 (6) タイ王国言語教育事情
　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　中町かほる

（インターナショナルスクール・バンコク）

１．　タイ王国の言語環境と言語政策
タイ王国では今年、国王在位60周年を迎え、盛大な式典が開かれた。また先日は国中で王妃の誕生日を祝ったが、この日はタイでは母の日と定められ、国民の母である王妃の誕生日を祝う休日となっている。このように、国民は国王と王妃を国の父・母として敬愛し、タイ国民としての共通意識をもっているが、国民の中にこのような一体感を醸成するために歴代の政権はさまざまな国民統合政策をとってきた。言語政策はその国民統合政策の中で重要な役割を果たしている。

1.1　「タイ化」政策と国語の成立：歴史的背景

現在、タイ王国(以下、タイ)ではタイ語が国語であり、公用語・学校教育で使用される教授言語として使用されている。タイ語は大きく分けて4つの方言があり、それらは北タイ、東北タイ、中央タイ、南部タイ方言であるが、国語となっているのは首都バンコクを中心に使用されている中央タイ語である。憲法に国語に関する規定はなく、それは規定する必要がないほど、タイ語が国語として明白であったためと言われている。

他の東南アジア諸国に比べると、タイ国は国語の成立がスムーズであったが、その要因として、東南アジアで唯一植民地化を免れたこと、周辺国がイギリス・フランスの植民地となる中、唯一タイが独立を維持したということ、そのために欧米列強から言語上の圧力を受けることがなかったこと、また、総人口の90％以上がタイ系民族であることなどが挙げられる。

とはいえ、当然のことながら共通言語が自然に形成されたわけではない。人口の多くがタイ系民族であるとはいえ、タイ系の民族の中でも言語や文化は違いが大きく、タイ族としての同族意識も希薄であった（鈴木　2001）。たとえば、1932年の立憲革命の際に、バンコクから北タイのチェンマイに、革命の宣伝のひとが派遣されたが、そのときの中央タイ語でされた演説はチェンマイの市民にはほとんど理解されなった、という記録が残っている（村嶋　1998）。それほど、当時の人々が使うタイ語には大きな違いがあった。

その上、タイ全土には様々な民族集団がいる。東北タイにはクメール族やラオ族、南タイには言語も文化もタイとは異なるマレー系イスラム教徒、また、華僑・華人、およそ20の山地少数民族などである。近代的国民国家建設と国家安定のために、政府は異質な集団の中にタイ国民としての共通のアイデンティティを育てることが必要であった。

そこで政府がしたことは「タイ人を形成すること」であった。そのために最も重要な分野は教育であり、1921年に義務教育法を定め、学校でタイ語教育を通して、民族共同体への共通意識育成を教育し始めた。当時の文部大臣（チャオプラヤー・タマサックモントリー1877-1943）はタイ語教育の強制は、共通語が生まれるという実益があるだけでなく、同一言語を共有すれば同じ国に属しているという帰属感や愛国心を育てることが容易になる、と説明している（村嶋　1996）。その後、政府は国民の言語・タイ人としての意識や習慣・価値観の形成を強化するための統合政策をすすめたが、それらは次のような流れがある。

１．19３0年代
後半～
タイ国民統合政策の強化

２．1960年代～
少数民族同化政策

３．1990年代～
同化政策修正―少数民族の言語・文化の多様性尊重


1.2　言語・文化統合政策―タイ国民統合政策

1930年代後半の政権は「国民信条(愛国信条)」という法令を次々と布告し、言語・文化統合政策を強化した。その第9号で「タイ人はタイ語を知り、タイ語を使用すべきである」と定め、タイ語が国語であると明確に表明している。遡って3号で「北タイ人、東北タイ人、南タイ人、イスラムタイ人、などと分け隔てするのをやめて、皆タイ人とよぶべきである」、また4号では「国旗、国歌、国王賛歌、軍旗に敬意を示し、規律に従い行動すること」など、タイ国内に住む多様な民族集団にタイの国民文化や国家への忠誠心を育成するための項目が示されている。（因みにこの第4号の項目は、現在のタイの小学校での学習項目である。学校外においても、毎朝8時と夕方6時にテレビ・ラジオから国歌が流されると起立し直立不動で敬聴する、学校行事や国民の行事の開催に際しては国王の御影に向かい国王賛歌を拝聴するのがタイの社会の慣行となっている。）
２．タイ国の学校教育の中の言語教育
2.1　同化政策としての教育・言語政策

(1)　華僑・華人学校の禁止

政府は国内の華僑が経済的に力をもちはじめたことを懸念して、華僑の「タイ人化」をすすめるため、1937年に華僑学校を禁止した。それにより、中国系の住民はほとんど中国語が話せなくなり、タイは東南アジアで華僑の同化が最も進んだ国となった（坂本　2003）。政府が目指したのは、華僑を追放することではなく、タイの一員であるというアイデンティティを持たせることであった。
(2)　少数民族同化政策
1960年には国家教育計画が公布され、60年代以降、タイ語を普及させるための教育政策が本格的に実施された。たとえば、山岳少数民族に対しては、それまでは国民教育の適応範囲外としていたが、当時の政権は少数民族の居住地域となっている国境地帯の軍事的安定のため、山地村落に学校建設をすすめ、タイ語教育を実施し、仏教の浸透と国家に対する帰属意識の育成につとめた。

当時は山地民教育には教授言語・カリキュラムともに山地民に対する配慮はなく、教育は中央タイ語で行われ、山地民の言語の使用は認められていなかった（渋谷　2001）。
同じく60年代にタイ国南部で分離独立を主張するムスリム勢力に対する同化政策として、マレー系小学生のために「マレー語を話す児童のためのタイ語読本」を編集し、ムスリム系住民の言語的同化教育を実施した。当初、ムスリム教育は実施されていなかったが、要望が強かったために、タイ語普及の手段としてムスリム教育が導入され、1980年にムスリム教育カリキュラムが公布された。

外国人学校、インターナショナルスクールに対しては、現在も校長はタイ人とし、生徒にタイ語の学習を義務付けている。

ここで、タイの研究教育機関に従事する外国人教員に対する「タイ語の学習義務法令」が興味深いので紹介したい。筆者はバンコクのインターナショナルスクールに1998年から勤務している。着任した時点では、外国人教員のタイ語習得に対しては、勤務校に「入門・初級タイ語のクラス」が設けられていて、入門のクラスは任意で無料で受講できる、という「寛大」なものであった。これは実は1994年ごろまでは「非タイ語母語話者」である外国人教員は全員タイ語の講座を受講し、タイの小学校4年生のタイ語修了資格試験に合格しなければならない、という厳しいものであった。この試験は会話と筆記試験で、合格できない教員は学校との契約を更新できず、合格できなかったために退職・転勤せざるを得なかった教員も少なからずいた。

教員と学校から教育省に強い要望が多数寄せられたために、試験の合格の義務はなくなり、現在に至っている、と同僚から聞いていたのだが、今年６月に教育省で私立学校専門官に面談をしていただいた際、このタイ語試験合格の義務が廃止された経緯を質問すると、「廃止したわけではなく、規定を緩和しただけ。教員の在職中、随時受験し合格することになっているはず」と言われてしまった。教育省としては現在も「廃止してはいない」という姿勢である。

この外国人に対するタイ語習得推進の方針は1921年制定の私立学校法の名残であり、統合・同化政策の一環であるが、学校教育がタイ語普及の重要な分野として考えられていたことが窺える。

(3)　修正同化政策

　1990年代以降、政府は地方や各民族の文化の多様性と民族のことばの重要性を認識するようになった。1992年に改定された「国家教育計画」では、タイ語の習得の必要性とともに、カリキュラムに地方文化を取り入れ、教育内容を地域の実情に合わせていくことや、それぞれの地域や民族の文化伝統を維持発展させるための活動を行うことが示されている（渋谷　2001）。たとえば、南部タイでは小・中学校教育にマレー語とアラビア語科目が設置されたり、中・高校教育カリキュラムに12科目のムスリム教育科目が追加されるなど、生徒の知識に応じた科目が履修できるようになった（鈴木2001）。少数民族の言語・文化に対する教育的配慮がなされたという点では言語政策に大きな飛躍があったといえる。

2.2　外国語教育

(1) 英語教育の重視

タイでは英語・仏語などの外国語教育は外国との交渉に不可欠なものとして、とりわけ英語の習得が重視されてきた。1992年にタイ国籍の生徒の国際学校入学が許可されるまでは、子供を幼いころから英国または米国に留学させるのがエリート教育を目指す家庭での慣行となっていた。

1992年より　小学校5・6年で英語は年間200時間の「特別経験活動」＝選択科目

1995年
「外国語教育奨励策」

1996年より　小学校第１学年2学期より必修教科「1996年英語教育カリキュラム」



12年間一貫の英語カリキュラム

2001年
「2001年基礎教育カリキュラム」策定



小学校第１学年より12年間履修

(2)　理念

「1999年タイ国教育法」は外国語教育を「人格形成・複眼的思考力の養成と就職率の向上を目的とする」と規定し、人間性を育てるとともに実用性を重視した外国語教育を目指している。
(3)　傾向

タイの近年の外国語教育には二つの傾向が見られる。

　ひとつは1995年の「外国語教育奨励策」により英語教育がいっそう強化されたこと。コミュニケーションのための言語使用能力の習得を目標として「基礎教育カリキュラム」に小中高12年間の一貫性のあるカリキュラムが示されている。

もうひとつの傾向は、伝統的に西洋語中心であった外国語教育が多様化していること。中学、高等学校では第二外国語として、フランス・ドイツ・スペイン語・パーリ語のほかに中国語、アラビア語、日本語など7つの言語が外国語科目となっている。

(4)　小学校における英語教育

　1992年より英語が「特別経験科目」のひとつで、小学校第5学年・第6学年の選択科目として一年間に200時間が確保されていたが、その後、1995年の「外国語教育奨励策」により、翌年から小学校第1学年から必修科目として導入されている。

現在の英語の授業時間数

	小学校1～3年
	週に6コマ。1コマ20分。１年間で80時間。

	小学校4～6年
	週に15コマ。　　　　　　1年間200時間。


(5) 中学校・高等学校における外国語教育

第一外国語として英語が必修科目。第二外国語科目は選択科目で英語・仏語・独語・アラビア語・日本語・中国語・パーリ語から選択することになっている。すべての外国語科目を開講しているとは限らず、第二外国語の開講科目は各教育機関に委ねられている。

学習内容
	内容１．コミュニケーションのための言語
	水準F．１．１  聞くことと読むこと

水準Ｆ．１．２　テクノロジーを用いて表現技能を獲得

水準Ｆ．１．３　話すこと・書くこと

	内容２．言語と文化
	水準Ｆ．２．１　学習言語と話し手の文化の関係の理解

水準Ｆ．２．２　学習言語とタイ語の類似点と相違点の理解

	内容３．言語と他教科との関係
	水準Ｆ．３．１　他教科の理解に学習言語を用いる

	内容４．言語とコミュニティの関係
	水準Ｆ．４．１　様々な状況で学習言語を用いる
水準Ｆ．４．２　学習・仕事に学習言語を用いる


学習する言語の文化と、タイ語との比較対照を通して学習言語の理解を促すようにしている点が注目される。

以上のように1990代以降、母語教育においても外国語教育においても「文化の尊重と理解」、「多様性に対する寛容さ」が強調されている。これは「タイの教育の民主化」と評価されており、グローバル化に対応するため、言語教育も変革を迫られたといえる。
３．タイ王国における母語教育
タイの学校教育の教授言語はタイ語で、学校教育の必修科目であり、基礎教育カリキュラム（2001）にはタイ語は「国家の財産」と明記されている。

3.1　学校教育の目的

人間性の形成と雇用創出による国家の安定

1999年制定の「タイ国家教育法（日本の教育基本法に匹敵）」は、「人づくりと雇用創出の教育政策は、国家を経済的・社会的危機から回復させるものであり、国づくりを持続的に安定させるものである」と規定している。
3.2　学校教育制度

以前小学校6年間であった義務教育が、1997年新憲法と1999年「国家教育法」により、中学校3年生までの9年間に延長された。それに伴い、小・中・高12年間を「基礎教育」として一貫したカリキュラムを策定し、12年間の教育を無償で提供している。

3.3　母語としてのタイ語の教育

タイ語は初等教育から後期中等教育(小学校から高等学校)まで必修科目である。

「国家教育法」に基づいて作成された「2001年基礎教育カリキュラム（基礎教育は初等・中等教育の12年間。タイにおける中等教育は中学校3年と高等学校3年）」には、理念のひとつとして「タイ人らしさと同時に国際性に重点を置く、国家統一のための教育」が掲げられている。具体的な目標のひとつに「タイ人らしさを誇りに思い…国王を元首とする民主主義に基づく統治と生活様式を尊重する」ことがうたわれている。

「タイ人らしさ」という表現はこの箇所だけでなく、カリキュラム全編にみられる。たとえば、中等教育第１学年~第３学年の学習内容として、「タイ人らしさを誇りに思うことに重点を置き、さらには…」と記述されている。このような民族的アイデンティティや共通の意識を育てるものとしてタイ語がある。
(1)　内容と水準

「2001年基礎教育カリキュラム」は小中高12年間一貫のカリキュラムで、3年を１つのステージとして区分している。第１ステージ(小１～３)から第4ステージ(高１～３)までの4ステージで構成されている。教科の学習内容と水準・学習時間は大綱的に以下のように示されているが、詳細は各学校が地域の特性や実情にあわせて策定する、とある。
	内容１．読むこと
	水準Ｔ１．１

読むことを通して知識と思考を養う。読書愛好習慣を身につける。

	内容２．書くこと
	水準Ｔ．２．１

作文・要約・談話・報告書研究報告書を効率的に書く。

	内容３．聞くこと・見ること・話すこと
	水準Ｔ．３．１

聞くこと・見ることを批判的に選択できること。知識・思考・感想を表現して話すことができる。

	内容４．言語の用法
	水準Ｔ．４．１

言語の本質とタイ語文法・言語の変遷・言語の力・言語の知恵を理解。国家の財産としてのタイ語を維持する。

水準Ｔ．４．２

言語と文化、職業、社会、日常生活の結びつき

	内容５．文学と文学作品
	水準Ｔ．５．１

タイの文学と文学作品の価値を認識し理解する。批評する。


以上のように、読む・聞く・話す・書くの言語の４技能を伸ばすことに加えて、伝統文化の理解も取り入れられている。
(2)　学習時間の規定

初等教育ではタイ語の読み書きと計算の技能を｢基礎技能｣とし、次のように定められている。

· 第１~3学年は、この基礎技能の訓練には週当たりの全学習時間の50%を当てるべきである。

· 第4～5学年の基礎技能訓練には40%にとどめる。
· タイ語は１年生から6年生までおよそ毎日１時間、月曜日から金曜日まで教えられる。

前期中等教育後期中等教育においては、中学校必修タイ語は12単位で、高等学校6単位。(中学校・高校の１単位は１学期間20週間　週2コマ・1コマは50分)

3.4　国際プログラム、インターナショナルスクールにおける母語としてのタイ語教育

　グローバル化に対応するため、1992年から、国際プログラムやバイリンガルプログラムが許可されるようになり、幼稚園から大学まで英語でまたは英語とタイ語で教育する教育機関が設立されるようになった。従来、タイ国内のインターナショナルスクールにはタイ国籍の生徒は原則として入学することが許されていなかった（例外として親が大使館勤務の場合、海外で出生し2年以上学校教育を受けた生徒は入学可能とされていた）が、1992年に改正され、タイ国籍生徒のインターナショナルスクール入学が可能になった。

それに伴い、タイ国籍の生徒に対して、タイ語の履修が義務づけられ、1994年にインターナショナルスクールで学ぶタイ国籍の生徒のためのタイ語カリキュラムが教育省指導の下で作成された（外国籍の生徒にもタイ語は必修科目となっている）。
面談をお願いした教育省私立学校専門官は、「タイ人であるからには、タイの学校で学ぶべきであるが、それができない場合もタイ語を適正に習得することが必要である」と言い、現在も尚、タイ人生徒が国際学校に通うことは好ましくないと考えている、と明言した。そうはいっても時代の流れには逆らえない、と忸怩たる思いを抱いておられるようだった。
４．自分とことばの教育
筆者は現在タイ国「インターナショナルスクール・バンコク（ISB）」の高等部で、国際バカロレア（以下IB）日本語Bと日本語A2の授業を担当している。担当する日本語教育についてよりよくご理解いただくために、まずインターナショナルスクール・バンコク（ISB）について簡単に紹介し、報告をすすめたい。

　
4.1　言語環境：インターナショナルスクール・バンコク

ISBはプリ・プライマリー、幼稚園部、初等部、中等部、高等部のK-12の教育課程を擁する、生徒数およそ1,900人のインターナショナルスクールで、米国WASC認定校である。教授言語は英語であるが、生徒の文化や言語背景は実に様々で、国籍別では約５０の異なる国籍の生徒が学んでいる小さな「多文化社会」である。

国籍は入学時に生徒が提示するパスポートにより入学書類に記載されたもので、二重、三重国籍を持つ生徒がいるために、国籍による分類をしても生徒の全体像が正確に映し出せないが、参考までに学校全体でアメリカ国籍の生徒の割合が35％、タイ国籍19%、日本９％（2006年6月現在）。高等部を概観すると、生徒の割合はアメリカ30％、タイ19％、日本16％になり、日本人生徒の割合が高くなる。これは日本人学校が中学部までしかないために、毎年、日本人学校から本学中学部または高等部にまとまった数の日本人生徒が編入するためである。

4.2　IB　日本語Bコース

筆者の担当するIBのクラスの生徒は11年生と12年生で、ＩＢの規定に従い日本語を外国語として学習する生徒は日本語Bのコースを、日本語を母語、または母語に近い日本語力がある生徒はA2を選択している。

日本語Bのコースを履修する生徒は、IBクラスを履修するまでに中等部の「日本語入門」または「日本語1」クラスから3年間の学習経験がある。このクラスの生徒の文化背景は多様で、台湾・韓国などの「漢字圏」の生徒と、欧米、タイ、オーストラリア、フィリピン、インドなどの「非漢字圏」出身生徒がいる。漢字圏と非漢字圏の学習者が混在する教室はどこも事情は同じであろうが、このクラスの生徒も漢字の学習と習得に非漢字圏出身者が一様に苦労をし、学習者の読解力にもレベル差がある。しかし、国際バカロレア試験に合格するという共通の目的が生徒にあり、学習の動機が明確で学習意欲も旺盛で、過去3年間同じクラスで学んできたという生徒間の連帯感も強く、教員が授業運営上の問題に頭を抱えることはあまりない、教員にとってはめぐまれたクラスである。履修者数は年によって異なるが、例年10名前後である。

教材として日本の新聞・雑誌・NHKのニュース番組、日本語学習者のための教科書を使っている。授業はIBのシラバスに従って、オーラルプレゼンテーション、ディベートなどのクラス活動を適宜実施し、試験に備えている。

卒業後の進路として日本の大学を選ぶ生徒や、米国の大学を卒業後、日本の大学院に進んだ卒業生もわずかながらいる。

4.3　IB日本語A2コース

　IB日本語A2の履修生徒も11年生、12年生であるが、本学にはこのコースの前段階のMYPが設けられていないので、生徒の日本語（国語）学習経験は一様ではない。履修する生徒の日本語学習経験は次のように分類される。
A. 日本またはバンコクで中学2年または3年を終えて本学高等部に編入したので、中学校で国語教育を経験している。もちろん、このグループの全員が一貫して日本で教育を受けていたわけではなく、中には少数ではあるが、小学校の何年かを海外で過ごし、日本に帰国して中学校に通い、その後、再び父親が海外駐在となって本学に編入するなど、母語での教育は断続的にしか受けていない、という生徒もいる。

B. 両親ともに日本人であるが、日本で生活をした経験がないか、海外生活が長期にわたり、日本に住んでいたときも国際学校で学んでいた生徒。国語教育は海外の補習校でしか受けていない。

C. 両親のどちらかが日本人でない（父親が日本人、母親がタイ人またはアメリカ人のケースや、父親がアメリカ人で母親が日本人）生徒。学校教育の経験は、父親が日本人の場合は日本人学校を経て本学に編入してくることが多く、母親が日本人である生徒は、海外生活が長く補習校で日本語を学習している。

D. まれに、母語が日本語ではないが、IB日本語のBコースを11年生で修了し、12年生でA2を履修する「外国人生徒」もいる。

母語での学習経験や文化背景は多様ではあるが、ＡとＢのグループの多くが日本の大学進学を目指していてそれがこのクラスの9割以上である。日本語の学習をＩＢ試験準備、大学入試の準備のためと実利的な位置づけをしている生徒も多いが、今後自分が帰属する社会の言語であり母語である日本語を磨きたい、と真摯な学習意欲を示す生徒もいる。

授業は、ＩＢシラバスで定められている地球規模の問題、メディアと文化についてのプレゼンテーション、ディベート、文学作品についてのオーラルコメンタリー、小論文・コメンタリーなどのライティングなどをクラス活動にとりいれている。インターナショナルスクールの常として、ともすれば意見や思考をどのように効果的に口頭や文章で表現するかという「アウトプット」に重点を置きがちであるが、他者の意見をいかに的確に理解するか、いかに精確に読み込めるか、という「よい聞き手、読み手」を育てることにも焦点をあてるようにしている。

このコースを担当した当初、日本で教育を受けていて本学在学年数が短く、学校教育で国語の授業を受けていた生徒は日本語力が高いだろうと想定していた。その様な生徒は確かに、漢字のリテラシー能力は高いが、文学作品を批評する、小論文を書く、という活動では、国語学習年数との関連性はあまり見られないことが明らかになってきた。生徒の小論文の誤文分析をすると、義務教育を日本で修了している生徒の文にも、整合性のある日本語の文が書けない、伝えたいことが不明などの問題が多く、逆に、在外年数が長く、高い英語力を持つ生徒が、明晰で論理性が高く説得力に富んだ文を書いてくることがある。これは母語としての言語力の問題なのか、言語力とはつまるところ認知力であり、思考力であるのかと考えさせられる。

５．　母語と継承語教育
5.1　母語を育てることの意味
母語の育成は、社会慣習や価値観など文化の継承でもあり、ひいては学習者のアイデンティティーの育成または形成である。筆者の受け持つ生徒の多くは、親の仕事の都合で日本の社会から切り離され、中学高校の数年間を生徒にとっての第二言語または外国語の英語で学校教育を受けることを余儀なくされている。ISBでは英語を第一言語とする生徒に対する授業（ＥＳＬではない授業）を「メインストリーム」「レギュラークラス」と呼んでいることも影響しているのか、母語である日本語は「マイナー」の位置づけが生徒自身の中でなされている。筆者の授業にやってきた生徒に対する母語としての日本語の育成は、母語への「リスペクト」や誇りを育てることであり、その上で生徒のアイデンティティの形成を促すことである。

筆者は外国語としての日本語のクラスも担当しているので、そのクラスの生徒たちがどのように日本の文化や日本語について考えているかということを話すと日本人の生徒たちは大いに勇気づけられるようである。
また、学習言語力(Academic Language Proficiency)として年齢相当の学習に十分に機能する英語力が身についていない生徒にとっては、英語で思考力を伸ばすことは困難であり、母語が論理的思考力、認知力を発展させる役割を担う。高等学校の4年間を通じてＥＳＬの支援を受けている生徒は、自分の英語力に自信をもてないために、自分自身についても自尊心を失っていることが多い。そのような生徒が日本語の授業のプレゼンテーションや小論文で力を発揮することがあり、日本語の授業が生徒の自信回復の場ともなっている。

5.2　困難点

(1)　レベル差

授業をこなすに十分な日本語力がない生徒（話せるが読み書きができない、小学校4年生レベルの漢字のリテラシーのない生徒）と、読書量が多く日本の高等学校の国語の教科書を物足りなく感じるほどの読解力がある生徒の混在。

　どのクラスにも生徒のレベル差があるのはやむを得ないことであるが、ＩＳＢでは日本人生徒のための日本語のクラスは習熟度によりクラス分けをしているのではなく、学年別のクラス編成であるため、同じクラスの中で生徒の日本語力の開きが大きい。このコースは、常用漢字７～800字程度の読み書きができることを前提としているが、その力がない生徒は、まず、漢字・語彙の習得でつまずき、発表・小論文への到達に支障をきたす。一方、漢字のリテラシーの低い生徒で在外期間が長く、母語（または第一言語）が日本語から英語に移行しているであろうと思われる生徒は、漢字の練習で苦労をしても発表や小論文は難なくこなす。苦慮するのは、日本語も英語も高校生にふさわしい力が身についていないと思われる場合である。

このクラスにおける指導上の困難点を具体的に述べると次のようになる。

(2)　クラス運営上の問題
上記日本語力の弱い生徒に対する指導。本人の意識改革が必要な場合もある。英語はもとより、日本語に対する明確な苦手意識が本人にあり、インターナショナルスクールに在籍しているのだから、日本語はできなくてもよいだろうという言い訳を自分自身にしていたり、日本語力向上の努力を放棄している場合もある。このような場合は、生徒との信頼関係を構築すること、保護者とのコミュニケーションが特に必要であると痛感している。

(3)　アイデンティティと自信

母語に対する誇りを育てることを目指している日本語の授業が、上記(2)の生徒から日本語を遠ざける一因になる。

5.3　生徒・保護者の「日本語学習」に対する考え方

生徒・保護者の意識が帰国後の進学問題に収束され、日本語は日本の「帰国生大学入学試験」に「合格できる程度・範疇」のもので（が）いい、またはそうあるべきと考える生徒と保護者が大半である。そのため、入学試験に関連の薄いクラス活動には消極的である（生徒が日本の大学に進学しないと決めた時点で、履修をとりやめる場合もある）。

5.4　日本語のクラスを履修できない（しない）日本人生徒の存在

11年生まで日本語で教育を受けたことがないために、日本語クラスの履修ができないとあきらめてしまう生徒もいる。たいていは親が子供に日本語クラスの履修を強く勧めるが、子供本人の日本語に対する学習意欲はないに等しい。子供は親との日常会話には問題はないが、読み書きができない状況にある。したがって、クラスを履修すると負担が大きいばかりか授業についていけない、などの問題が予見され、授業を受けることが現実的ではないと親もあきらめてしまう。このタイプの生徒は、人数が少ないために学校で対応するクラスを設置するには至っていない（現在、高等部9年生から母語としての日本語のクラス開設が可能かどうか検討中）。

生徒が小学生の場合は、親に日本語教育への関心が低い場合も多く、親同士で協力して子供のための日本語のクラスを開設しようという積極的な動きもない。英語力を高め、授業についていくことが生徒にとっても親にとっても最重要課題であり、母語の育成・保持は二義的な問題になっていると推察される。

６．　母語の読書力
読書力を育てる、とは、「自分で進んで読書する習慣をつける」ということと「読解力をつける」ということであると理解する。

まず、読書の習慣をつけるために、読書は楽しいと感じさせることが必要である。

6.1　内容

子供の様々な興味に対応できるように、異なるジャンルや題材を扱った読み物があるもの（日本の学校のように、図書館が充実していて日本語の読書教材が豊富にあるところでは必要はないであろうが、日本語の本を取り揃えることが難しい状況ではこのような教材が望ましい。また、現在、日本人学校や日本人会館などで手に入る図書は就学児童対象のものが大半で、就学前の児童を対象にした読み物がほしいという意見もきいた）。

6.2　形式

(1)　背景知識についての設問があるもの。

(2)　一人で読書をして、内容の把握が自分で確認できるように、読後に内容確認の設問と解説のあるもの。

(3)　読後、友達と意見交換ができるような設問のあるもの（これは内容にも関わる）。

6.3　読解力について

(1)　読解力を伸ばすためには語彙力と推論の力をつけることが必要であるため、

①　語彙を増やす工夫がされている教材。難解語に説明のあるもの、難読語にルビのあるもの。中・高校生については同意語、反意語の補足のあるもの。

②　未知の単語の意味を推測する練習ができる機能のあるもの。

（上記の二項は相反する機能であり、①が補足されている読み物と②の機能のある読み物は別のもの）

(2)　学力・認知力が高いが、日本語の力が弱い生徒のために、内容は高度でやさしい語彙（漢語を使用しない）で書かれたものから始まり、段階的に漢語が増えるもの。

　海外にあって低年齢の子供に読書のおもしろさを体験させ読書の習慣をつけるためには、親が子供といっしょに本を読む（読みきかせ）ことが望ましいと思う。親が読書を楽しんでいると子供も自然にその面白さに目覚めるのではないかと思う。年齢の高い子供・生徒には教師がその役割を担うことになるだろう。本（文学作品）が生徒にとって一生付き合っていける友人のような存在になるように、本を読むことの面白さを親と教師が子供に伝えられるように工夫をしたい。
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Eight (8) Major Dialects:


8つの主な方言：


Tagalog	タガログ語


Cebuano　　	セブアノ語


Ilocano　　　イロカノ語


Ilonggo	イロンゴ語


Bicolano	ビコラノ語　


Waray　　　	ワライ語　


Pampango 	パムパンゴ語


Pangasinan	パンガシネンセ語





120 Minor Dialects


その他主要でない120の方言











Ethnic groups　民族集団





Tagalog 	タガログ	　28.1%


Cebuano 	セブアノ	　13.1%


Ilocano 　	イロカノ	　9%


Bisaya/Binisaya 	ビサヤ	　7.6%


Hiligaynon Ilonggoイロンゴ	　7.5%


Bikol 	ビコル　	　6%


Waray 　　	ワライ	　3.4%


Others 　　	その他　	　25.3% 





(2000 census)　2000年の調査による
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華語国民型学校





タミル語


国民型学校





（マレーシア語必修）





全寮制中高等学校(ＲＳ)








および


海外留学予備教育








フォーム６








（マレーシア語による初等教育。�英語必修。算数・理科は英語に）





（公立の使用言語はマレーシア語。数学・理科は英語に）





普通


教育学校














�    外省人：第二次世界大戦終戦後、国民党政府と共に台湾に移住してきた中国人。


内省人：外省人以外の人を指す。


� 洪(2002)で言う華語は北方官話（Mandarin）を指す。


� 政府機関誌による呼称、世間一般では民族差別を持った「外籍新娘（外国籍花嫁）」という呼び名で周知されている。


� 中国語「寧靜革命」


� 鄉土語言は「河洛語、客家語、賽夏語、阿美語、葛瑪蘭語、排灣語、魯凱語、鄒語、布農語、賽德克語、卑南語、雅美語、泰雅語」等十三種以上を指す。教材も作成されている。


� 現小中学校講師の経験談による。


�国語しか話せない客家人の母親の経験談。祖父母が国語しか話さない孫に「閩南語」を話すよう常に要求すること。
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